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委員会で詳しく審査しました
〜令和7年第2回定例会中に審査した内容は下記のとおりです〜

総
務
委
員
会

　

議
案
４
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

　

稲
城
市
長
等
の
損
害
賠
償
責
任

の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
は
、
１
件
の

質
疑
が
あ
り
、
概
要
は
次
の
と
お

り
で
す
。

問

付
則
に
具
体
的
な
日
付
が
な

い
が
、
施
行
日
は
。

答

政
令
で
定
め
る
日
で
、
現
在

の
と
こ
ろ
未
定
で
あ
る
が
、
令
和

８
年
12
月
ま
で
に
施
行
さ
れ
る
も

の
と
考
え
る
。

　

討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

稲
城
市
一
般
職
の
職
員
の
育
児

休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
は
、
３
件
の
質
疑

が
あ
り
、
概
要
は
次
の
と
お
り
で

す
。

問

市
の
業
務
へ
の
影
響
は
。

答

職
員
同
士
で
補
完
し
、
対
応

す
る
の
で
、
特
に
大
き
な
影
響
は

な
い
と
考
え
る
。

問

対
象
と
な
る
職
員
は
。

答

１
週
間
の
所
定
の
勤
務
日
数

が
３
日
以
上
な
ど
、
一
定
の
勤
務

日
数
を
有
し
て
い
る
会
計
年
度
任

用
職
員
、
非
常
勤
職
員
で
あ
る
。

　

討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

稲
城
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
は
、
３
件
の

質
疑
が
あ
り
、
概
要
は
次
の
と
お

り
で
す
。

問

新
た
に
部
分
休
暇
制
度
を
規

定
す
る
理
由
は
。

答

男
女
と
も
仕
事
と
育
児
を
両

立
で
き
る
よ
う
、
育
児
期
の
柔
軟

な
働
き
方
を
実
現
す
る
た
め
、
規

定
す
る
。

問

給
与
や
手
当
な
ど
の
影
響
は
。

福
祉
文
教
委
員
会

　

議
案
を
２
件
審
査
し
ま
し
た
。

　

稲
城
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設

及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
利

用
者
負
担
額
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
は
、
３
件
の

質
疑
が
あ
り
、
概
要
は
次
の
と
お

り
で
す
。

問

改
正
の
経
緯
、
対
象
施
設
、

事
業
、
周
知
の
方
法
は
。

答

都
の
補
助
対
象
が
、
第
２
子

以
降
か
ら
第
１
子
に
拡
充
さ
れ
た

こ
と
か
ら
実
施
す
る
。
対
象
は
、

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
認
可

議
員
の
自
動
失
職
に
つ
い
て

　

岩
佐
ゆ
き
ひ
ろ
議
員
が
東
京
都

議
会
議
員
選
挙
に
立
候
補
し
た
た

め
、
公
職
選
挙
法
第
90
条
の
規
定

に
よ
り
、
令
和
７
年
６
月
13
日
付

で
市
議
会
議
員
の
職
は
自
動
失
職

と
な
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

建
設
環
境
委
員
会

　

議
案
５
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

　

稲
城
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て（
稲
城
南
山
東
部
土
地
区
画
整

理
事
業
関
係
・
11
路
線
）お
よ
び

稲
城
市
道
路
線
の
変
更
に
つ
い
て

（
稲
城
南
山
東
部
土
地
区
画
整
理

事
業
関
係
・
１
路
線
）に
つ
い
て

は
、
議
案
審
査
の
た
め
現
地
調
査

を
行
っ
た
後
、
一
括
議
題
と
し
て

審
査
し
、
質
疑
・
討
論
は
な
く
、

採
決
の
結
果
、
い
ず
れ
も
起
立
全

員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

補
正
予
算
特
別
委
員
会

　

議
案
２
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

　

令
和
７
年
度
東
京
都
稲
城
市
一

般
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）は
、

答

取
得
時
間
の
給
与
は
減
額
と

な
り
、
そ
れ
に
伴
い
手
当
に
も
影

響
が
で
る
と
考
え
る
。

問

周
知
方
法
は
。

答

必
要
時
期
に
、
制
度
の
案
内

や
個
別
に
聴
取
す
る
機
会
を
設
け

る
旨
を
周
知
し
て
い
く
。

　

討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

消
防
デ
ジ
タ
ル
無
線
設
備
の
買

入
れ
に
つ
い
て
は
、
３
件
の
質
疑

が
あ
り
、
概
要
は
次
の
と
お
り
で

す
。

問

契
約
ま
で
の
経
緯
は
。

答

第
１
回
目
の
見
積
も
り
で
は

予
定
価
格
の
範
囲
内
で
提
出
は
な

く
、
第
２
回
目
の
見
積
も
り
に
よ

り
契
約
に
至
っ
た
。

問

運
用
切
替
え
ま
で
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
は
。

答

令
和
８
年
１
月
ま
で
に
各
装

置
を
製
作
、２
月
ま
で
に
据
付
け
、

調
整
、
作
動
試
験
を
行
い
、
令
和

８
年
３
月
に
運
用
を
開
始
す
る
。

問

消
防
活
動
へ
の
活
用
は
。

答

災
害
現
場
で
の
隊
員
へ
の
指

示
や
情
報
伝
達
に
活
用
す
る
。

　

討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▲道路認定調査の様子

保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
、
特
定

地
域
型
保
育
事
業
は
、
家
庭
的
保

育
事
業
で
あ
る
。
周
知
に
つ
い
て

は
、
保
育
料
は
、
住
民
税
を
も
と

に
毎
年
決
定
さ
れ
る
た
め
、
切
り

替
え
時
期
の
９
月
に
保
育
料
を
お

知
ら
せ
す
る
通
知
書
に
お
い
て
通

知
を
す
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、

市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
を
通
じ
て

事
前
に
行
っ
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

問

対
象
外
の
認
証
保
育
所
や
企

業
主
導
型
保
育
事
業
を
利
用
し
て

い
る
第
１
子
に
対
し
て
は
ど
う
な

る
の
か
。

答

市
内
施
設
の
実
情
な
ど
を
踏

ま
え
、
利
用
料
補
助
を
増
額
す
る

予
定
で
あ
る
。

問

認
証
保
育
園
や
当
該
保
育
所

施
設
に
通
う
全
て
の
子
ど
も
の
保

育
料
が
無
償
に
な
る
の
か
。

答

延
長
保
育
な
ど
補
助
と
な
ら

な
い
も
の
も
あ
り
、
保
護
者
負
担

が
ゼ
ロ
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。

　

討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

稲
城
市
病
院
事
業
の
設
置
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
は
、
質
疑
・
討
論
は
な
く
、

採
決
の
結
果
、
起
立
全
員
に
よ
り

原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

稲
城
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
は
、
１
件
の
質
疑
が

あ
り
、概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問

特
定
親
族
特
別
控
除
が
創
設

さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
市
の
対
応
は
。

答

所
得
割
の
納
税
義
務
者
と
生

計
を
一
に
す
る
19
歳
か
ら
23
歳
未

満
の
子
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
合

計
所
得
金
額
が
控
除
対
象
扶
養
親

族
の
所
得
要
件
を
超
え
た
場
合
に

も
、
親
な
ど
の
所
得
か
ら
一
定
の

控
除
を
行
う
。
市
で
は
適
正
に
申

告
事
務
と
課
税
事
務
な
ど
を
行
う
。

　

討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
で
原
案
の
と
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

　

稲
城
市
立
公
園
に
お
け
る
移
動

等
円
滑
化
の
基
準
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
お
よ
び

稲
城
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
は
、
質
疑
・
討
論
は
な
く
、

採
決
の
結
果
、
い
ず
れ
も
起
立
全

員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

14
件
の
質
疑
が
あ
り
、
概
要
は
次

の
と
お
り
で
す
。

問

稲
城
第
三
小
学
校
の
建
て
替

え
に
つ
い
て
、
改
め
て
債
務
負
担

行
為
を
行
う
理
由
は
。

答

現
状
の
設
定
年
度
で
は
、
工

事
が
完
了
し
な
い
見
込
み
の
た

め
、
期
間
を
見
直
し
、
工
事
費
を

最
新
の
積
算
単
価
に
置
き
換
え

た
。
労
務
単
価
の
増
に
よ
り
、
学

童
ク
ラ
ブ
分
が
７
０
０
万
円
、
小

学
校
分
が
７
７
０
０
万
円
増
で
あ

る
。

問

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
臨
時

特
別
給
付
金
支
給
等
事
業
に
つ
い

て
、
給
付
対
象
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

は
。

答

令
和
7
年
１
月
１
日
現
在
、

市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
令
和
６

年
度
分
所
得
税
お
よ
び
定
額
減
税

の
実
績
確
定
に
伴
い
、
減
税
す
べ

き
額
と
令
和
６
年
度
に
給
付
し
た

調
整
給
付
額
の
間
に
不
足
が
生
じ

た
方
、
非
課
税
だ
が
、
扶
養
親
族

に
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
定
額
減

税
対
象
外
で
あ
り
、
か
つ
、
課
税

世
帯
の
た
め
、
低
所
得
世
帯
向
け

給
付
の
世
帯
対
象
に
該
当
し
な

か
っ
た
方
に
支
給
す
る
。
支
給
ま

で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
７
月
下

旬
に
支
給
通
知
お
よ
び
確
認
書
を

発
送
、８
月
下
旬
に
支
給
を
開
始
、

10
月
中
旬
に
確
認
書
・
申
請
書
の

受
付
を
締
め
切
り
、
12
月
中
の
支

給
完
了
を
予
定
し
て
い
る
。

問

防
犯
機
器
等
購
入
緊
急
補
助

に
つ
い
て
概
要
な
ど
は
。

答

昨
今
の
闇
バ
イ
ト
が
関
係
す

る
と
思
わ
れ
る
強
盗
事
件
な
ど
が

東
京
都
近
郊
に
お
い
て
発
生
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
住
宅
の
侵
入
盗

対
策
に
対
す
る
機
器
購
入
の
補
助

を
実
施
す
る
。
補
助
割
合
は
購
入

費
用
の
２
分
の
１
、
上
限
額
は
１

世
帯
２
万
円
で
あ
り
、
防
犯
カ
メ

ラ
な
ど
14
機
器
が
対
象
と
な
る
。

問

防
犯
機
器
の
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
購
入
、
ク
ー
ポ
ン
や
ポ
イ

ン
ト
利
用
は
対
象
と
な
る
の
か
。

答

ネ
ッ
ト
で
の
購
入
は
対
象
で

あ
り
、
ク
ー
ポ
ン
や
ポ
イ
ン
ト
利

用
は
割
引
後
の
支
払
い
額
で
申
請

が
可
能
で
あ
る
。

問

集
合
住
宅
も
防
犯
機
器
購
入

補
助
の
対
象
と
な
る
の
か
。

答

集
合
住
宅
・
共
同
住
宅
も
対

象
と
な
る
が
、
世
帯
に
対
し
て
の

補
助
で
あ
り
、
管
理
者
・
所
有
者

な
ど
の
同
意
が
必
要
な
形
で
考
え

て
い
る
。
専
有
部
分
の
み
が
対
象

と
な
り
、
共
用
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

や
自
転
車
置
場
な
ど
は
除
か
れ
る
。

問

笑
顔
と
学
び
の
体
験
活
動
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
内
容
と
効
果
は
。

答

プ
ロ
グ
ラ
ム
選
択
型
の
都
教

育
委
員
会
が
提
示
す
る
体
験
メ

ニ
ュ
ー
の
中
か
ら
希
望
す
る
体
験

活
動
を
選
択
し
て
実
施
す
る
も
の

と
、
子
供
企
画
型
の
学
校
に
お
け

る
教
育
課
程
な
ど
を
踏
ま
え
、
児

童
・
生
徒
が
主
体
と
な
っ
て
体
験

活
動
の
内
容
を
独
自
に
企
画
・
実

施
す
る
も
の
が
あ
る
。
効
果
は
、

児
童
の
積
極
性
や
協
調
性
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
・
他
者
理

解
な
ど
豊
か
な
心
の
育
成
に
つ
な

が
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

問

保
育
所
等
利
用
多
子
世
帯
負

担
軽
減
事
業
補
助
金
の
概
要
は
。

答

保
育
料
に
係
る
令
和
７
年
９

月
か
ら
の
第
２
子
以
降
ま
で
の
保

育
料
補
助
を
第
１
子
ま
で
拡
充
す

る
も
の
で
、
保
護
者
負
担
を
０
円

に
す
る
た
め
の
都
か
ら
の
補
助
金

の
歳
入
と
な
る
。

問

保
育
所
運
営
費
保
護
者
負
担

金
、
保
育
所
等
利
用
多
子
世
帯
負

担
軽
減
事
業
補
助
金
は
給
食
費
も

含
め
て
無
償
化
な
の
か
。

答

０
歳
か
ら
２
歳
ま
で
は
、
給

食
費
が
保
育
料
に
含
ま
れ
て
お

り
、
無
償
化
の
対
象
と
な
る
。

問

保
育
所
等
物
価
高
騰
緊
急
対

策
事
業
補
助
金
の
概
要
は
。

答

市
内
の
保
育
所
な
ど
に
食
材

料
費
や
光
熱
水
費
の
物
価
高
騰
分

の
対
策
と
し
て
補
助
を
実
施
す
る
。

　

討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

令
和
７
年
度
東
京
都
稲
城
市
後

期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予

算（
第
１
号
）は
、
２
件
の
質
疑
が

あ
り
、概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問

郵
便
料
を
補
正
す
る
経
緯
は
。

答

全
被
保
険
者
に
対
し
資
格
確

認
書
を
職
権
交
付
す
る
暫
定
運
用

が
、
令
和
８
年
８
月
ま
で
１
年
間

継
続
さ
れ
る
た
め
、
発
送
す
る
郵

便
料
に
不
足
が
生
じ
る
。

問

交
付
事
務
の
際
に
は
、
委
託

事
務
を
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
今

回
は
郵
便
料
の
み
の
補
正
と
な
っ

て
い
る
。
有
効
期
限
で
あ
る
７
月

31
日
の
前
に
被
保
険
者
に
届
く
よ

う
に
郵
送
で
き
る
の
か
。

答

東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
が
資
格
確
認
準
備
を
進

め
、
７
月
10
日
に
市
に
納
品
、
資

格
が
な
く
な
っ
た
方
な
ど
の
資
格

確
認
書
を
引
き
抜
き
、
７
月
14
日

に
発
送
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ

り
、
市
は
発
送
の
郵
便
料
の
み
を

負
担
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

　

討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。


